
インフルエンザ登園停止期間について 

インフルエンザと診断された際は、下記の登園停止期間早見表に基づき、登園し

てください。 

 

《インフルエンザ出席停止期間早見表》 

 

発症日：インフルエンザ症状(３８℃程度の発熱等)が始まった日 

解熱日：平熱（３７℃未満）になった日(当日は０日目とカウント) 

 

 

出席停止の最低基準：「発症日から後５日を経過」し、かつ、「解熱日から後３日」 

 

 

 


